
 

  

実施説明書 p5 新旧対照表  

新 旧 

 

 

    



 

１２ 基本協定書及び設計業務契約の締結 

基本協定書及び設計業務契約の締結に係る資料作成等の費用は、優先交渉権者の負担

とする。 

 

１３ 工事施工業務契約の締結 

（１）価格等の交渉の後、契約のための予算が刈谷市議会において承認された場合、 

工事施工業務契約の締結となる。また、契約締結については、仮契約を締結した後

に、予算の議決とは別に議会の議決を要する。 

（２）工事施工業務契約の締結時に、刈谷市入札資格停止要領の規定に基づく資格指名

停止となっていないこと。 

（３）工事施工業務契約の締結に係る資料作成等の費用は、優先交渉権者の負担とする。

（４）上記（３）の費用については損害賠償請求の対象としない。 

 

１４ 評価結果及び契約内容の公表 

（１）評価結果は、優先交渉権者等の通知後、次の事項を刈谷市ホームページにおいて

公表する。 

ア 業者名 

イ 各業者の技術提案書及び評価結果・評価点 

ウ 公募選定委員会の審査講評 

（２）契約内容は、工事施工業務の契約締結後、次の事項を刈谷市ホームページにおい

て公表する。 

ア 価格等の交渉の実施手順 

イ 施工方法等の確認の経緯 

ウ 学識経験者等からの意見聴取状況 

 

１５ 実施説明書等に対する質問 

申請書等及び技術提案書作成に関し、実施説明書等に対する質問がある場合は、次のと

おり質問書（様式第 2 号）により提出すること。 

受付期間・受付時間 

（１）実施説明書等に対する質問 

〇〇〇令和 7 年 2 月 3 日（月）午前 8 時 30 分から令和 7 年 4 月 18 日（金）午後 5 時 15 

実施説明書 p15 新旧対照表  

新 旧 

  １２ 基本協定書及び設計業務契約の締結 

基本協定書及び設計業務契約の締結に係る資料作成等の費用は、優先交渉権者の負担

とする。 

 

１３ 工事施工業務契約の締結 

（１）価格等の交渉の後、契約のための予算が刈谷市議会において承認された場合、 

工事施工業務契約の締結となる。また、契約締結については、仮契約を締結した後

に、予算の議決とは別に議会の議決を要する。 

（２）工事施工業務契約の締結時に、刈谷市入札資格停止要領の規定に基づく資格指名

停止となっていないこと。 

（３）工事施工業務契約の締結に係る資料作成等の費用は、優先交渉権者の負担とする。

（４）上記（３）の費用については損害賠償請求の対象としない。 

 

１４ 評価結果及び契約内容の公表 

（１）評価結果は、優先交渉権者等の通知後、次の事項を刈谷市ホームページにおいて

公表する。 

ア 業者名 

イ 各業者の技術提案書及び評価結果・評価点 

ウ 公募選定委員会の審査講評 

（２）契約内容は、工事施工業務の契約締結後、次の事項を刈谷市ホームページにおい

て公表する。 

ア 価格等の交渉の実施手順 

イ 施工方法等の確認の経緯 

ウ 学識経験者等からの意見聴取状況 

 

１５ 実施説明書等に対する質問 

申請書等及び技術提案書作成に関し、実施説明書等に対する質問がある場合は、次のと

おり質問書（様式第 2 号）により提出すること。 

受付期間・受付時間 

（１）実施説明書等に対する質問 

〇〇〇令和 7 年 2 月 3 日（月）午前 8 時 30 分から令和 7 年 3 月 14 日（金）午後 5 時 15 



 

実施説明書（技術提案書の審査基準 p2） 新旧対照表  

新 旧 

  



 

実施説明書（技術提案書作成要領 p5） 新旧対照表  

新 旧 

 

 


